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 （野田市職員の分限に関する条例の一部改正） 

第１条 野田市職員の分限に関する条例（昭和２６年野田市条例第３３号）の

一部を次のように改正する。 

第１条中「。）」の次に「第２７条第２項並びに」を加える。 

第８条を第９条とし、第７条を第８条とし、第６条を削り、第５条を第７

条とし、第４条を第６条とし、第３条を第５条とし、同条の前に次の１条を

加える。 

（降号の事由） 

第４条 任命権者は、人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績

がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されてい

る職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その

他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善さ

れない場合においては、その意に反して降号することができる。 

第２条の見出し中「降給」を「降格」に改め、同条各号列記以外の部分中

「職員が」を「任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一

の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場

合のほか、」に、「該当する」を「該当し、必要があると認める」に、「降

給」を「降格」に改め、同条各号を次のように改める。 

  (1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認

められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、な

お勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がそ

の職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認めら

れるとき。 

  (2) 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があ

り、又はこれに堪えないことが明らかな場合 

  (3) 前２号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている



職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる

事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他

の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善され

ないとき。 

第２条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。 

（降給の種類） 

第２条 降給の種類は、降格（職員の意に反して、当該職員の職務の級を同

一の給料表（野田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年野田市

条例第３２号）第３条第１項の給料表をいう。以下同じ。）の下位の職務

の級に変更することをいう。以下同じ。）及び降号（職員の意に反して、

当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以

下同じ。）並びに法第２８条の２第１項に規定する降給（同項本文の規定

による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位

の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、

降格することをいう。）とする。 

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附

則に次の２項を加える。 

（経過措置） 

２ 野田市一般職の職員の給与に関する条例附則第９項の規定の適用を受け

る職員に対する第２条の規定の適用については、当分の間、同条中「とす

る」とあるのは、「並びに野田市一般職の職員の給与に関する条例附則第

９項の規定による降給とする」とする。 

３ 第５条第２項の規定は、野田市一般職の職員の給与に関する条例附則第

９項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項

の規定の適用を受ける職員には、同項の規定により給料月額が異動するこ

ととなった旨の通知を行うものとする。 

 （野田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第２条 野田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２６年野田市条

例第３４号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「６月以下」の次に「の期間、その発令の日に受ける」を加え、



同条に後段として次のように加える。 

   この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の１０分の１に相当

する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

 （企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和５０年野田市条例

第１３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項又は第２

２条の５第１項」に改め、「占めるもの」の次に「（第２２条において「定

年前再任用短時間勤務職員」という。）」を加える。 

第２２条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改め、同条中「地方公務員法第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の

規定により採用された職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 （野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正） 

第４条 野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（昭和６０年野田

市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項又は第２

２条の５第１項」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改める。 

第２条の２、第８条及び第１３条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前

再任用短時間勤務職員」に改める。 

 （野田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第５条 野田市職員の育児休業等に関する条例（平成４年野田市条例第３号）

の一部を次のように改正する。 

第２条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 野田市職員の定年等に関する条例第９条の規定により異動期間（同条

の規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占め

る職員 

第８条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の 

５第１項」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」 

に改める。 



第９条第１項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改める。 

 （公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第６条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年野田市条例

第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第１号中「第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項」を

「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項」に改め、「された職員」の

次に「（次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。）」を加え、

同項第２号中「地方公務員法第２８条の５第１項の規定により採用された職

員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項中第５号を第６号とし、

第４号の次に次の１号を加える。 

  (5) 野田市職員の定年等に関する条例第９条の規定により異動期間（同条

の規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占め

る職員 

 （野田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第７条 野田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年野田

市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の

５第１項」に改める。 

 （野田市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第８条 野田市職員の再任用に関する条例（平成２４年野田市条例第２０号）

は、廃止する。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。以下この項

において「改正法」という。）附則第４条第１項若しくは第２項又は第５条

第１項若しくは第３項の規定により採用された職員（附則第５項において「

暫定再任用職員」という。）及び改正法附則第６条第１項若しくは第２項又



は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員（以下「暫定再

任用短時間勤務職員」という。）は、第３条の規定による改正後の企業職員

の給与の種類及び基準に関する条例第２条第１項に規定する定年前再任用短

時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。 

 （野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

３ 暫定再任用短時間勤務職員は、第４条の規定による改正後の野田市職員の

勤務時間、休日、休暇等に関する条例第２条第３項に規定する定年前再任用

短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。 

 （野田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、第５条の規定による改正後の野田市職員の

育児休業等に関する条例第８条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみ

なして、同条例の規定を適用する。 

 （公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、第６条の規定による改

正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第２条第２項第１号に規

定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。 

 （野田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

６ 暫定再任用短時間勤務職員は、第７条の規定による改正後の野田市人事行

政の運営等の状況の公表に関する条例第３条に規定する法第２２条の４第１

項又は第２２条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなし

て、同条例の規定を適用する。 


